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告　　　　　示

　

茨城県告示第372号

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第18条の７第１項の規定に基づき、

鳥獣捕獲等事業者の変更を認定したので、同法第18条の５第２項の規定により告示する。

　　　令和８年５月18日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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令和８年（2026年）５月18日

月　曜　日

第７１３号　

　　　　

告 示

変更の内容代表者の氏名住所名称

対象鳥獣、捕獲方法及び捕獲従
事者の変更

小　林　義　信茨城県水戸市東台２－11－19合同会社日本自然調査機構



　

　

９　その他

　敢　受験手続に関する問合せ先

　　　　茨城県保健医療部医療局薬務課　　029－301－3393（ダイヤルイン）

　　　　中 央 保 健 所　　029－243－9437　　　　土 浦 保 健 所　　029－821－5364

　　　　ひたちなか保健所　　029－265－5645　　　　つ く ば 保 健 所　　029－851－9295

　　　　日 立 保 健 所　　0294－22－4190　　　　筑 西 保 健 所　　0296－24－3913

　　　　潮 来 保 健 所　　0299－66－2116　　　　古 河 保 健 所　　0280－32－3023

　　　　竜 ケ 崎 保 健 所　　0297－62－2163　　　　水 戸 市 保 健 所　　029－243－7329

　柑　災害等の影響により、変更を生じることがある。その際は、茨城県保健医療部医療局薬務課ホームページ

（https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/yakumu/index.html）に変更の旨を掲載する。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸令和８年度職業訓練指導員試験実施公示

　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「法」という。）第30条に規定する職業訓練指導員試験を次のと

おり実施する。

　　　令和８年５月18日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　試験を実施する職種

　　全職種（指導方法のみ）

２　試験の科目

　　学科試験のうち指導方法のみを行い、その試験科目は次のとおりである。

３　試験の免除

　敢　実技試験又は学科試験において、試験の全部又は一部の免除を受けることができる者は次のとおりである。
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提供の方法提供の日時提供する内容

閲覧合格発表の日から１ヶ月内の執務時間中科目別得点及び総合得点

学科試験の科目実技試験の科目免許職種

１　指導方法　　　　　（職業訓練原理　教科指導法　訓練生の心理　生活指導　
　　　　　　　　　　　　職業訓練関係法規）

全職種

免除の範囲免除を受けることができる者

実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科免許職種に関し、１級の技能検定又は単一等級の技能検定に
合格した者

実技試験の全部免許職種に関し、２級の技能検定に合格した者

学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科
（当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系
基礎学科と同一の系基礎学科に限る。）

職業訓練指導員免許を受けた者

実技試験の全部免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合
格した者

学科試験のうち指導方法職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格
した者

学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科
（フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工
学科に係る職業訓練指導員試験にあっては、学科試
験のうち関連学科）

免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のう
ち関連学科の系基礎学科又は専攻学科（フォークリフト科、
建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験
にあっては、学科試験のうち関連学科）に合格した者


ハイライト
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免除の範囲免除を受けることができる者

学科試験のうち関連学科の系基礎学科（当該職業訓
練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科
に限る。）

職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基
礎学科に合格した者

学科試験のうち指導方法免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養
成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のう
ち指導方法に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能
力開発総合大学校の長が認める者であつて、法第30条第３項
に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限
る。

学科試験のうち関連学科免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養
成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のう
ち関連学科に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能
力開発総合大学校の長が認める者（法第30条第３項に定める
職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。）

実技試験の全部免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養
成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において実技試験に合
格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学
校の長が認める者（法第30条第３項に定める職業訓練指導員
試験を受けることができる者に限る。）

学科試験のうち関連学科免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練
を修了した者

学科試験のうち関連学科免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練
を修了した者

学科試験のうち関連学科学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学又は高等専門
学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者（当
該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）

溶接科に係る実技試験の全部及び学科試験のうち関
連学科

ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33号）
による特別ボイラー溶接士免許を有する者

建設機械科に係る学科試験のうち関連学科建設業法施行令（昭和31年政令第273号）による建設機械施
工管理の１級の技術検定の合格証明書（第２次検定に係るも
のに限る。）を有する者

冷凍空調機器科に係る学科試験のうち関連学科高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）による第１種冷凍
機械責任者の免状を有する者

発変電科に係る学科試験のうち関連学科電気事業法（昭和39年法律第170号）による第１種ボイラー
・タービン主任技術者の免状を有する者

電気科に係る学科試験のうち関連学科電気事業法による第１種電気主任技術者、第２種電気主任技
術者若しくは第３種電気主任技術者の免状を有する者、昭和
54年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則（昭和29
年通商産業省令第52号）による電気機器国家試験の合格証を
有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネル
ギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）による
エネルギー管理士免状を有する者

送配電科に係る学科試験のうち関連学科電気事業法による第１種電気主任技術者、第２種電気主任技
術者又は第３種電気主任技術者の免状を有する者

電気工事科に係る実技試験のうち電気工事電気工事士法（昭和35年法律第139号）による第１種電気工事
士の免状を有する者

電気工事科に係る学科試験のうち関連学科電気事業法による第１種電気主任技術者、第２種電気主任技
術者若しくは第３種電気主任技術者の免状を有する者又はエ
ネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に
関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

電子科に係る実技試験の全部及び学科試験のうち関
連学科

電波法（昭和25年法律第131号）による第１級陸上無線技術
士の免許を有する者

電子科に係る学科試験のうち関連学科昭和48年通商産業省令第71号による改正前の航空機製造事業
法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者
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免除の範囲免除を受けることができる者

自動車整備科に係る実技試験の全部及び学科試験の
うち関連学科

自動車整備士技能検定規則（昭和26年運輸省令第71号）によ
る１級大型自動車整備士、１級小型自動車整備士、１級二輪
自動車整備士、２級ガソリン自動車整備士、２級ジーゼル自
動車整備士若しくは２級二輪自動車整備士、自動車整備士技
能検定規則の一部を改正する省令（平成12年運輸省令第35
号）による改正前の自動車整備士技能検定規則による１級四
輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正
する省令（昭和53年運輸省令第23号）による改正前の自動車
整備士技能検定規則による２級三輪自動車整備士の技能検定
の合格証書を有する者　　

自動車車体整備科に係る実技試験のうち自動車整備
（内燃機関を除く。）及び学科試験のうち関連学科
（車枠及び車体整備法を除く。）

自動車整備士技能検定規則による１級大型自動車整備士、１
級小型自動車整備士、２級ガソリン自動車整備士若しくは２
級ジーゼル自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部
を改正する省令（平成12年運輸省令第35号）による改正前の
自動車整備士技能検定規則による１級四輪自動車整備士又は
自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令（昭和53年
運輸省令第23号）による改正前の自動車整備士技能検定規則
による２級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する
者

自動車車体整備科に係る実技試験の全部及び学科試
験のうち関連学科

自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検
定の合格証書を有する者

航空機製造科に係る学科試験のうち関連学科航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を
有する者

航空機整備科に関して、航空機国家試験合格者につ
いては、学科試験のうち関連学科、その他の者につ
いては実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科

航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験合格証を有
する者及び航空法（昭和27年法律第231号）による１等航空
整備士若しくは２等航空整備士又は航空工場整備士の資格に
ついての航空従事者技能証明書を有する者

建築科、枠組壁建築科、ブロック建築科、防水科及
びプレハブ建築科に係る学科試験のうち関連学科

建築士法（昭和25年法律第202号）による１級建築士の免許
を有する者

熱絶縁科に係る学科試験のうち関連学科エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等
に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

測量科に係る実技試験の全部及び学科試験のうち関
連学科

測量法（昭和24年法律第188号）による測量士の試験の合格
証書を有する者

ボイラー科に係る実技試験の全部及び学科試験のう
ち関連学科

ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免
許を有する者又は電気事業法によるボイラー・タービン主任
技術者の免状を有する者

ボイラー科に係る学科試験のうち関連学科エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等
に関する法律によるエネルギー管理士の免状を有する者

電気通信科に係る実技試験の全部及び学科試験のう
ち関連学科

電波法による第１級総合無線通信士の免許を有する者

臨床検査科に係る実技試験の全部及び学科試験のう
ち関連学科

医師法（昭和23年法律第201号）による医師国家試験、歯科
医師法（昭和23年法律第202号）による歯科医師国家試験又
は獣医師法（昭和24年法律第186号）による獣医師国家試験
の合格証書を有する者

臨床検査科に係る学科試験のうち関連学科臨床検査技師等に関する法律（昭和33年法律第76号）による
臨床検査技師の免許を有する者

事務科に係る実技試験の全部及び学科試験のうち関
連学科

公認会計士法（昭和23年法律第103号）による公認会計士試
験の短答式による試験若しくは論文式による試験、公認会計
士法の一部を改正する法律（平成15年法律第67号）による改
正前の公認会計士法による公認会計士試験の第２次試験若し
くは第３次試験又は税理士法（昭和26年法律第237号）によ
る税理士試験に合格したことを証する書面を有する者

事務科に係る実技試験のうち簿記及び学科試験のう
ち簿記

商工会議所法（昭和28年法律第143号）に基づいて商工会議
所が行う簿記に関する１級の技能の検定の合格証明書を有す
る者

和裁科に係る実技試験の全部商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する１級
又は２級の技能の検定の合格証書を有する者



　

　柑　実技試験及び学科試験の全部の免除を受けることができる者（以下「全免除者」という。）による受験申請に

ついては、７の棺の申請書類の提出期間に限らず、令和８年６月１日（月）から通年で行うことを可能とする。

また、全免除者のうち、居住地を管轄する都道府県での受験及び職業訓練指導員免許の交付を希望する場合は、
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免除の範囲免除を受けることができる者

情報処理科に係る学科試験のうち関連学科情報処理の促進に関する法律施行規則（平成28年経済産業省
令第102号）によるシステムアーキテクト試験若しくはシス
テム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則等の全部を改
正する省令（平成28年経済産業省令第102号）による改正前
の情報処理技術者試験規則（昭和45年通商産業省令第59号）
によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術
者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令（平
成21年経済産業省令第59号）による改正前の情報処理技術者
試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシ
ステム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則等の一部を
改正する省令（平成19年経済産業省令第79号）による改正前
の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニ
ア試験若しくはシステム監査技術者試験、情報処理技術者試
験規則の一部を改正する省令（平成12年通商産業省令第329
号）による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム
監査技術者試験若しくはアプリケーションエンジニア試験又
は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令（平成６年
通商産業省令第１号）による改正前の情報処理技術者試験規
則による情報処理システム監査技術者試験若しくは特種情報
処理技術者試験の合格証書を有する者

建築物衛生管理科に係る学科試験のうち関連学科建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法
律第20号）による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する
者

介護サービス科に係る実技試験の全部及び学科試験
のうち関連学科

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による保育士登録証を
有する者であつて、介護サービス科に関し７年以上の実務の
経験を有し、かつ、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第２
項第５号の規定に該当するもの、保健師助産師看護師法（昭
和23年法律第203号）による保健師、助産師若しくは看護師
の免許を有する者、同法による准看護師の免許を有する者で
あつて、介護サービス科に関し７年以上の実務の経験を有す
るもの、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者
であつて、介護サービス科に関し７年以上の実務の経験を有
するもの若しくは同号の規定に該当するもの、理学療法士及
び作業療法士法（昭和40年法律第137号）による理学療法士
若しくは作業療法士の免許を有する者であつて、同号の規定
に該当するもの、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法
律第30号）による社会福祉士登録証を有する者であつて、同
号の規定に該当するもの、同法による介護福祉士登録証を有
する者、精神保健福祉士法（平成９年法律第131号）による
精神保健福祉士登録証を有する者であつて、同号の規定に該
当するもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）による
保育教諭の資格を有する者であつて、介護サービス科に関し
７年以上の実務の経験を有し、かつ、同号の規定に該当する
もの

港湾荷役科に係る実技試験の全部及び学科試験のう
ち関連学科

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）による船内荷役作業
主任者技能講習の修了証を有する者であつて、道路交通法に
よる大型特殊自動車免許並びに労働安全衛生法による車両系
建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
の修了証及び玉掛け技能講習の修了証を有する者

港湾荷役科に係る実技試験の全部労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）による揚貨装
置運転士免許、クレーン等安全規則（昭和47年労働省令第34
号）によるクレーン・デリック運転士免許又は移動式クレー
ン運転士免許を有する者であつて、労働安全衛生法による玉
掛け技能講習の修了証を有する者

溶接科に係る実技試験の全部手溶接、半自動溶接及びティグ溶接に関し、厚生労働省人材
開発統括官が定める試験に合格した者であって、厚生労働省
人材開発統括官が定める資格を有し必要な技能を有すると認
められる者



受験申請と併せて職業訓練指導員免許の申請手続を行うことができる。

４　受験資格

　敢　次のいずれか一つに該当する者は、試験を受けることができるものとする。

　　ア　法第44条第１項の規定による技能検定に合格した者

　　イ　職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第45条の２第２項及び第３項に規定する者

　柑　敢に掲げる者であっても、次のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。

　　ア　拘禁刑以上の刑に処せられた者

　　イ　職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過しない者

５　試験日時

　　令和８年９月26日（土）　午前11時20分から

６　試験場所

　　水戸市青柳町4193　　茨城県建設技術研修センター

７　受験手続

　敢　受験申請書類

　受験申請書及び写真（申請前６ヶ月以内に撮影した正面脱帽のカラー写真で、サイズが縦40mm、横30mmとし、

裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

　柑　試験の免除申請

　　　試験の免除を受けようとする者にあっては、前記３のうちいずれかに該当することを証する書類

　桓　申請書類の提出先

　　　〒310－8555　水戸市笠原町978番６

　　　茨城県産業戦略部産業人材育成課

　棺　申請書類の提出期間

　　　令和８年７月21日（火）から令和８年７月31日（金）まで

　款　受験手数料

　3,100円

　なお、手数料の納付は、郵送又は持参の場合は茨城県収入証紙を受験申請書に貼付し、「いばらき電子申請・

届出サービス」により電子申請する場合は電子納付するものとする。

　歓　受験票

　　　受験申請書を受理したときは、後日受験票を送付する。

　汗　全免除者の受験手続

　全免除者の受験手続は上記棺の申請書類の提出期間に限らず、令和８年６月１日（月）から通年で行うことが

可能

　また、全免除者のうち、居住地を管轄する都道府県での本試験の受験及び職業訓練指導員免許の交付を希望す

る場合は、受験手続と併せて職業訓練指導員免許の申請手続を行うことができる。この場合において、全免除者

は敢及び柑の書類と併せて、職業訓練指導員免許申請書を提出するものとする。

　なお、全免除者が職業訓練指導員免許申請書を提出する場合は、併せて免許交付手数料を納付すること。免許

交付手数料の納付は、郵送又は持参の場合は茨城県収入証紙を職業訓練指導員免許申請書に貼付し、「いばらき

電子申請・届出サービス」により電子申請する場合は電子納付するものとすること。

　併せて、全免除者の受験申請書を受理した場合は、歓の受験票は送付しない。

８　合否判定の基準
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　　学科試験のうち指導方法について、満点の６割以上の得点がある場合は、指導方法に限り合格とする。

９　合格発表

　令和８年10月９日（金）に、合格した者の受験番号を茨城県産業戦略部産業人材育成課ホームページに掲載する

とともに、本人宛て通知する。

※　全免除者の合格発表は、本人宛て通知のみとする。

10　その他

　敢　受験申請（全免除者の場合は、受験申請及び職業訓練指導員免許申請）は、紙媒体による申請（郵送・持参）

の他、「いばらき電子申請・届出サービス」よる電子申請も可能

　柑　受験申請書は、茨城県産業戦略部産業人材育成課において交付するとともに、茨城県産業戦略部産業人材育成

課ホームページに掲載する。

　なお、申請内容の詳細について確認することがあるので、持参の場合は、なるべく本人が直接持参すること。

　桓　受験申請書の郵送を希望する者は、返信用封筒（Ａ４判サイズ用）に宛先明記の上140円切手を貼り、令和８

年７月13日（月）から７月23日（木）の間に、茨城県産業戦略部産業人材育成課に対してその旨を郵送にて申し

込むこと。

　なお、全免除者は、返信用封筒（Ａ４判サイズ用）に宛先明記の上140円切手を貼り、上記の期間に限らず、

令和８年６月１日（月）以降随時、茨城県産業戦略部産業人材育成課に申し込むこと。

　棺　受験に対する注意事項（参集時間、携帯品等）は、後日受験者に通知する。

　款　試験について不明な点は、茨城県産業戦略部産業人材育成課技能振興グループに問い合わせること。

　電話　029（301）3656

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸基本測量の終了

　茨城県報で公示した測量法（昭和24年法律第188号）第４条の規定に基づく「基本測量の実施」について、同法第

14条第２項の規定に基づき次のとおり終了した旨通知があったので、同法第14条第３項の規定により公示する。

　　　令和８年５月18日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　県報公示日　　令和７年３月10日

２　測量計画機関　　国土交通省　国土地理院

３　作 業 種 類　　基本測量（空中写真撮影）

４　作業終了日　　令和８年３月31日

５　作 業 地 域　　土浦市、石岡市、龍ケ崎市、笠間市、牛久市、つくば市、潮来市、稲敷市、かすみがうら市、

桜川市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、美浦村、阿見町、河内町

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

１　県報公示日　　令和７年３月13日

２　測量計画機関　　国土交通省　国土地理院

３　作 業 種 類　　基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

４　作業終了日　　令和８年３月31日

５　作 業 地 域　　茨城県全域

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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